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電子申請様式作成支援ツールを用いて 36 協定届等を作成し、電子申請を行うためには、G

ビズ ID 若しくはスタートアップ労働条件のアカウントを用いてログインする必要があり

ます。 

なお、本サイトで入力したデータの内容は本サービス内の機能の利用及び機能改善以外の

目的で利用することはありません。 

 

1 Gビズ ID を使用する場合 

1-1 Gビズ ID の新規作成 

① 本ページにある「電子申請様式作成支援ツール」ボタンを押し、表示された画面

（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php）にある「G ビ

ズ ID でログイン」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② G ビズ ID ログイン画面で、「アカウ

ントを持っていない方はこちら」を

押し、G ビズの案内に従ってアカウ

ントを新規で作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php
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1-2 初めて連携する場合のログイン 

① 本ページにある「電子申請様式作成支援ツール」ボタンを押し、表示された画面

（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php）にある「G ビ

ズ ID でログイン」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② G ビズ ID ログイン画面で、ア

カウント ID（メールアドレス）とパ

スワードを入力し、「ログイン」ボタ

ンを押してください。 

 

 

 

 

  

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php
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1-3 スタートアップ労働条件のアカウントとの紐付け 

 

① スタートアップ労働条件のアカウン

トをすでにお持ちの方は、以前に登

録されていたメールアドレス、パス

ワードを入力し、「G ビズ ID 連携」

ボタンを押してください。認証を行

い、認証成功すれば G ビズ ID との

連携処理を行います。 

スタートアップ労働条件のアカウン

トをお持ちでない方は、「新規に作成

する」ボタンを押してださい。 

（1－4 新規会員登録） 

メールアドレスまたはパスワードが

間違っている場合は、「メールアドレ

ス及びパスワードを正しく入力して

ください」のエラーメッセージが表

示されます。 

内容を確認し、入力内容の修正をお

願いします。 

 

 

 

※連絡先・申請者情報登録をお願いする

ページが表示された場合は、以下をご確

認ください。 

 

３-1 連絡先・申請者情報登録ページ 
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1-4 新規会員登録 

 

① スタートアップ労働条件のアカ

ウントをお持ちでない方は、スタート

アップ労働条件のアカウントも新規

作成いただきます。 

「新規に作成する」ボタンを押してく

ださい。 

 

 

 

② 新規会員登録画面でスタートアップ

労働条件用のパスワードを入力します。

（A） 

メールマガジンやセミナー等の案内メー

ルの受け取りを希望する場合は、チェッ

クボックスにチェック入れてください。

（B） 

36 協定届及び１年単位の変形労働時間制

に関する協定届について、有効期間が切

れる 30 日前のリマインドメールの受け取

りを希望する場合は、チェックボックス

にチェックを入れてください。（C） 

申請者情報で個人か法人を選択し、必要

項目を入力します。（D） 

連絡先情報で個人か法人を選択し、必要

項目を入力します。（E） 

利用規約をご確認いただき、「確認」ボタ

ンを押してください。（F） 

 

 

 

確認画面で入力いただいた内容に間違いがないかを確認いただき、「登録」ボタンを

押してください。 

 

A 

F 

aaa@bbb.jp 

B 

C 

D 

E 
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エラーメッセージが表示された場合は、

内容を確認し、入力内容の修正をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 仮登録完了後、登録したメールアドレス

宛に「会員仮登録のお知らせ」が送信さ

れますので、メールに記載されている手

順に沿って本登録の手続きを行ってくだ

さい。 
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1-5 2 回目以降のログイン 

① 本ページにある「電子申請様式作成支援ツール」ボタンを押し、表示された画面

（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php）にある「G ビ

ズ ID でログイン」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② G ビズ ID ログイン画面で、アカウ

ント ID（メールアドレス）とパス

ワードを入力し、「ログイン」ボタ

ンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php
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③ 「登録様式一覧」画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

2 Gビズ ID を使用しない場合 

2-1 新規会員登録 

① 「36 協定届・1 年単位の変形労働時間制に関する書面の作成支援」の旧ログイン画面

（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login2.php）にある「初め

ての方へ」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新規会員登録画面でメールアドレス、パス

ワードを入力します。（A） 

メールマガジンやセミナー等の案内メール

の受け取りを希望する場合は、チェックボ

ックスにチェック入れてください。（B） 

36 協定届及び１年単位の変形労働時間制

に関する協定届について、有効期間が切れ

る 30 日前のリマインドメールの受け取り

を希望する場合は、チェックボックスにチ

ェックを入れてください。（C） 

申請者情報で個人か法人を選択し、必要項

目を入力します。（D） 

連絡先情報で個人か法人を選択し、必要項

目を入力します。（E） 

利用規約をご確認いただき、「確認」ボタ

ンを押してください。（F） 

確認画面で入力いただいた内容に間違いが

ないかを確認いただき、「登録」ボタンを

押してください。 

 

A 

F 

B 

C 

D 

E 

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login2.php
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エラーメッセージが表示された場合は、

内容を確認し、入力内容の修正をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 仮登録完了後、登録したメールアドレス

宛に「会員仮登録のお知らせ」が送信さ

れますので、メールに記載されている手

順に沿って本登録の手続きを行ってくだ

さい。 
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2-2 2 回目以降のログイン 

① 本ページにある「作成支援ツール（36 協定届出作成）」ボタンを押し、表示された画

面（https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php）にある「以

前の登録アカウントでログインする場合はこちら」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「36 協定届・1 年単位の変形労働時

間制に関する書面の作成支援」の旧

ログイン画面に移動します。メール

アドレスとパスワードを入力し「ロ

グイン」ボタンを押してください。 

WEB 診断に登録されている方も、

メールアドレスとパスワードを入力

し、ログインしてください。 

 

メールアドレスまたはパスワードが

間違っている場合は、「メールアドレ

ス及びパスワードを正しく入力して

ください」のエラーメッセージが表

示されます。 

内容を確認し、入力内容の修正をお

願いします。 

 

 

 

  

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/new_agreement/login.php
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3 連絡先・申請者情報が登録されていない既存アカウントでログインする場合 

※2025 年 3 月以前に作成支援ツールアカウントを作成された方はこちらに該当します。 

３-1 連絡先・申請者情報登録ページ 

① ログイン後に連絡先・申請者情報登録ペ

ージが表示されます。 

「連絡先情報」ボタン、「申請者情報」ボ

タンを押すと、各登録用ページが新しい

タブで表示されます。 

 

② それぞれのページで情報を入力し登録を完了してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 連絡先・申請者情報登録ページへ戻

り、「電子申請様式 作成支援ツール」

ボタンを押します。 

 

 

 

 

④ 「登録様式一覧」画面が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

連絡先情報入力画面 申請者情報入力画面 
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■４ 社会保険労務士のデジタル資格者証の登録について 

社会保険労務士の方が提出代行や事務代理を行う場合には、連絡先情報にご自身の情報を

入力していただきますが、連絡先情報に社会保険労務士のデジタル資格者証を登録いただ

くことで、電子申請時に自動でデジタル資格者証が添付され、都度の「社会保険労務士証票

の写し」の添付を省略することができます。 

 

また、連絡先情報に社会保険労務士のデジ

タル資格者証を登録している場合、電子申

請様式作成画面で、代理権限と代理作成日

を入力して、届出様式（就業規則届を除く）

に提出代行に係る氏名等の記載又は事務代

理に係る権限明示を行うことができます。 

この際、「事務代理者」を選択した場合は、

「提出代行に関する証明書」の添付を省略

することができます。 

 

 

 

 

 

  



14 

 

デジタル資格者証の登録の流れを説明します。 

 

① 登録様式一覧画面より「会員情報変更」ボタ

ンを押すと、「会員情報変更」画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「会員情報変更」画面より「連絡先情報」

を押下し、「編集」画面に遷移します。 
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③ 連絡先情報編集画面より、既に登録されている

連絡先情報に社会保険労務士のデジタル資格者証を

追加登録する場合は、画面上部のプルダウンから追

加登録したい連絡先を選択して「編集」ボタンを押し

ます。その後、ページ下部にある「ファイル選択」ボ

タンからご自身の PC に予め準備したデジタル資格

者証（PDF ファイル）を選択し、「登録」ボタンを押

します。 

※新規に連絡先情報を追加する場合は、「追加」ボタンを押し

て、必要項目を入力します。 

※社会保険労務士のデジタル資格者証の登録は、連絡先が 

「個人」の場合に限ります。 

※令和 8 年 2 月 26 日以降にマイナポータルからダウンロード

したデジタル資格者証の PDF ファイルを使用してください。 
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④ 連絡先情報にデジタル資格証を登録した場合、

連絡先情報の氏名表示の後に「（代行・代理）」と表

示されます。また、右の画面のように、登録したデ

ジタル資格証が登録されたことを確認してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


